
新型コロナウイルス感染症対策として行って

いた運転免許証の有効期間の３か月延長措置が

令和３年12月28日をもって終了となります。

〈表面〉 〈裏面〉

免許証の裏面に書かれている「令和●年●月●日まで運転及び更新可能」の日付ま

でに更新手続を行ってください。

また、警察署で更新手続をする方など、更新手続日とは別の日に更新時講習を受講

する予定の方は、有効期限までに更新時講習を受講しなければ、免許が失効してしま

いますので御注意ください。

70歳以上の方も有効期限までに高齢者講習を予約・受講し、更新手続を行わなけれ

ば、免許が失効してしまいます。

12月下旬から１月上旬は大変混雑します。

コロナウイルス感染症対策は継続しておりますので、整理券を配布して入場制限を

している場合や講習が予約制となっている場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

札幌運転免許試験場(℡:011-683-5770)

更新手続中 令和３年〇月〇日まで運転及び更新可能

受付 令和３年〇月〇日 〇〇〇公安委員会

《署名年月日》 年 月 日

《自筆署名》

以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。

記入する場合は、１から３までのいずれかの番号を〇で囲んでください。

１．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。

２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。

３．私は、臓器を提供しません。

《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》

特記欄：

【心臓・肺・肝臓・腎（じん）臓・膵（すい）臓・小腸・眼球】

〔 〕

備 考

日
付
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い


